
 

議案第１０４号 

 

山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成３０年１２月４日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市道路占用料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９６号）

の一部を次のように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

占用料の額 

占用物件 単位 占用料 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１種電柱 １本につき１年 ３５０円 

第２種電柱 ５４０円 

第３種電柱 ７３０円 

第１種電話柱 ３２０円 

第２種電話柱 ５００円 

第３種電話柱 ６９０円 

その他の柱類 ３２円 

共架電線その他上空に設ける線

類 

長さ１メートルに

つき１年 

３円 

地下に設ける電線その他の線類 ２円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３１０円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

１９０円 



 

変圧塔その他これに類するもの

及び公衆電話所 

１個につき１年 ６３０円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２７０円 

広告塔 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

９６０円 

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

６３０円 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が７０ミリメートル未満の

もの 

長さ１メートルに

つき１年 

  １３円 

外径が７０ミリメートル以上 

１００ミリメートル未満のもの 

１９円 

外径が１００ミリメートル以上

１５０ミリメートル未満のもの 

２８円 

外径が１５０ミリメートル以上

２００ミリメートル未満のもの 

３８円 

外径が２００ミリメートル以上

３００ミリメートル未満のもの 

５７円 

外径が３００ミリメートル以上

４００ミリメートル未満のもの 

７６円 

外径が４００ミリメートル以上

７００ミリメートル未満のもの 

１３０円 

外径が７００ミリメートル以上

１，０００ミリメートル未満の

もの 

１９０円 

外径が１，０００ミリメートル

以上のもの 

３８０円 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げ

る施設 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

６３０円 
 



 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及び

地下室 

 

階数が１のもの  Ａに０．００５

を乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００８

を乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに０．０１を

乗じて得た額 

上空に設ける通路 ４８０円 

地下に設ける通路 ２９０円 

その他のもの ６３０円 

法第３２条

第１項第６

号に掲げる

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１日 

１０円 

その他のもの 

 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

９６円 

道路法施行

令（昭和 

２７年政令

第 ４ ７ ９

号。以下こ

の表におい

て「令」と

いう。）第

７条第１号

に掲げる物

件 

看板（アー

チであるも

を除く。） 

一時的に設けるもの 表示面積１平方メ

ートルにつき１月 

９６円 

その他のもの 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

   ９６０円 

標識 １本につき１年 ５００円 

旗ざお 祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

１本につき１日 １０円 

その他のもの １本につき１月 ９６円 

幕（令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

その面積１平方メ

ートルにつき１日 

１０円 

その他のもの その面積１平方メ

ートルにつき１月 

９６円 



 

アーチ 

 

車道を横断するもの １基につき１月 ９６０円 

その他のもの ４８０円 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

 

６３０円 

令第７条第３号に掲げる施設  Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同

条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

 

９６円 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同

条第７号に掲げる施設 

６３円 

 

 別表備考６中「１平方メートル若しくは１メートル」を「０．０１平方メー

トル若しくは０．０１メートル」に、「１平方メートル又は１メートルとして」

を「その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の山陽小野田市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日

以後に占用の許可をしたものから適用し、同日前に占用の許可をしたものに

ついては、なお従前の例による。 
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議案第１０４号参考資料 

山陽小野田市道路占用料徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

 占用料の額 

 
 

 

別表（第２条関係） 

 占用料の額 

 
 

 



2 
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備考 

１～５（略） 

６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは 

長さが０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル 

未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに０． 

０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端数 

があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の 

面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 

７（略）   

備考 

１～５（略） 

６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは 

長さが１平方メートル若しくは１メートル未満であると

き、又はこれらの面積若しくは長さに１平方メートル若

しくは１メートル未満の端数があるときは、１平方メー

トル又は１メートルとして計算するものとする。 

 

７（略） 

 

 


